
 

履  歴  書 
（その１） 

氏 

名 

 

年 月 日 居  住  関  係 学歴・職歴 身 分 関 係 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（注）1 「年」は日本の元号で記載する。 

   2 履歴事項は、古い年代のものから漏れなく記載する。例えば、学歴については、転校、中途退学、卒業の学部等についても 

記載し、職歴については、勤務先だけでなく、担当した職種についても記載する。 

また、身分関係については、父母の死亡、事実婚についても記載する。 

   3 用紙が不足するときは、同一用紙を用いて記載する。 

   4 この書面は、申請者ごとに作成するが、15歳未満は不要である。 

金　竜作

SHINGO ITO
郢昴・縺冗ｹｧ・ｹ郢晏現繝ｻ郢昴・縺醍ｹｧ・ｹ
申請者ごとに作成。ただし、15歳未満は不要。

SHINGO ITO
引き出し線
履歴書（その2）記入例へ

SHINGO ITO
郢昴・縺冗ｹｧ・ｹ郢晏現繝ｻ郢昴・縺醍ｹｧ・ｹ
★履歴書は法務局から訂正・修正が求められやすい書類。当オフィスで作成いたします。・学歴・住所歴・職歴・身分関係ごとに分けてご回答をお願いします。※履歴書（その2）は記入してください



履  歴  書 
（その２） 

氏 

名 

   

出 入 国 歴 

（最近 ５年間） 

回数 期    間 日 数 渡 航 先 目的、同行者等 

1 
～ 

年  月  日 

年  月  日 
   

2 ～ 

年  月  日 

年  月  日    

3 ～ 

年  月  日 

年  月  日    

4 ～ 

年  月  日 

年  月  日    

5 ～ 

年  月  日 

年  月  日    

6 ～ 

年  月  日 

年  月  日    

7 ～ 

年  月  日 

年  月  日    

8 ～ 

年  月  日 

年  月  日    

9 ～ 

年  月  日 

年  月  日    

10 ～ 

年  月  日 

年  月  日    

総 出 国 日 数   

技     能 

 

資     格 

 

賞     罰 

 

確  認  欄 

 

（注）１ 「年」は、日本の元号で記載する。 

2 出入国歴は法定住所条件に該当する期間について記載する。ただし、最短でも１年間は記載する。 

なお出入国歴欄が足りないときは、適宜の様式を用いた別紙に記載する。 

3 賞罰欄には、過去から現在までのすべてについて記載する。 

4  確認欄には、記載しない。 

6

7

8

20

2 5 　 2 　 3 　平
2 5 　 2 　 1 0

2 2 　 3 　 1 6

2 2 　 3 　 2 1
平

2 4 　 1 　 1 9

2 4 　 1 　 2 5

平

2 6 　 1 0 　 1

2 6   1 0   2 0 同上中国

中国

金　竜作

41

中国・韓国 会社の部下と出張

会社の上司と出張

香港 会社の同僚と観光旅行

平

情報処理技術者試験合格（平成16年11月15日、第FE-2004-20-00000号）
日本語能力試験1級合格（平成21年1月31日、1F12345）

昭和54年8月15日第1種普通自動車運転免許取得
（免許証番号第30○16〇〇〇〇〇〇○号）

平２２.８.１速度違反反則金　9,000円
平２２.１１.３通行禁止違反　15,000円
平２４.１２.２８速度違反反則金　9,000円
平２５.１０月１０日窃盗罪罰金　500,000円

SHINGO ITO
引き出し線
直近5年間を記入

SHINGO ITO
引き出し線
・期間：パスポートを見て出国が古い順から記入。（出入国が多かったり、印字が薄かったり、良くわからない場合は、こちらで記入します）・日数：引き算して＋1・渡航先：一度にいろんな国をまわった場合は「韓国・中国」と記入。・目的、同行者：親族訪問、妻と観光旅行、仕事で出張など。

SHINGO ITO
引き出し線
・運転免許がある場合は、免許取得日（免許証の左下に記載。交付日ではない）・その他公的な資格がある場合は、資格名/合格日/合格番号（合格証明書に記載）を記入。民間の資格は書かなくてもOK・違反や刑罰を隠すと不許可の原因になります。・交通違反は運転記録証明書を見ながら日付/違反内容/罰金を記入・刑罰は判決文を見て記入




